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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、企業の社会的責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスを充実させることを経営の重要課題の一つであると考えております。

その方針に沿って執行役員制度を平成14年１月から導入し、取締役会の本来の機能をさらに凝縮・充実させ、経営責任の明確化と業務執行の迅
速化を図る体制を敷いております。

会社法上の機関及びその他業務意思決定機関としては、最高機関としての株主総会、その選任による取締役で構成される取締役会が、当社の
事業全般の最高意思決定機関に位置付けられます。

また、同様に株主総会にて選任された監査役で構成される監査役会は、取締役の職務の執行について監査いたします。

さらに、取締役会の下位機関として経営幹部会議を設けております。これは、意思決定と業務執行を分離し、業務の達成・充実を目的として、より
現場業務の実体に即した運営を目指すものであります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、ＪＡＳＤＡＱ上場企業としてコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。本欄に記載すべき事項はありません。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

有限会社ＳＥＩＫＯ 2,993,100 18.45

小嶋　成夫 1,268,000 7.82

ＩＭＶ取引先持株会 917,000 5.65

ＩＭＶ従業員持株会 898,320 5.54

小嶋　淳平 814,660 5.02

エスペック株式会社 766,000 4.72

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 601,000 3.70

小嶋　健太郎 448,464 2.76

有限会社アフロ 280,000 1.73

髙嶋　文雄 239,000 1.47

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 9 月

業種 精密機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数
10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 7 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

草野　欽也 他の会社の出身者

酒井　清 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

草野　欽也 ○ 株式会社藏商会 相談役

株式会社藏商会での代表取締役としての経営
全般に係る知識・経験等を当社の経営に活か
していただきたいため。

また、当社との間に特別な利害関係はなく、ま
た独立性基準及び開示加重要件に該当しない
ことから、独立性が高く、一般株主との利益相
反の生じるおそれがないものと判断しておりま
す。



酒井　清 ○
公認会計士酒井清事務所所長

合同製鐵株式会社社外監査役

公認会計士としての財務及び会計に関する豊
富な知識や経験等を当社の経営全般に活かし
ていただきたいため。

また、当社との間に特別な利害関係はなく、ま
た独立性基準及び開示加重要件に該当しない
ことから、独立性が高く、一般株主との利益相
反の生じるおそれがないものと判断しておりま
す。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社の監査役会は、当社の会計監査を行っている有限責任監査法人トーマツと定期的に意見交換を行い、業務上や会計上の課題について情報
を共有するよう努めております。

具体的には、年１回の監査計画説明会において監査計画の概要について説明を受けるとともに、年４回の監査報告会において実施された監査の
概要やその結果等について説明を受け、業務上の課題についても意見交換を行っております。

また、内部監査室が内部監査を担当しております。監査役会と内部監査担当者は内部監査計画書、内部監査実施通知書、内部監査報告書、改
善指示書及び内部監査改善回答書を活用し情報交換を実施しており、必要な場合は内部監査に監査役が立会い、監査の妥当性を検証しており
ます。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

寺田　康男 他の会社の出身者

橋本　光 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)



氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

寺田　康男 ○ 朝日電器株式会社常勤監査役

朝日電器株式会社の代表取締役専務管理本
部本部長としてのご経験及び常勤監査役とし
て企業経営に対する見識を有しておられること
から、社外監査役としての職務を適切に遂行し
ていただけるものと判断したため。

また、当社との間に特別な利害関係はなく、ま
た独立性基準及び開示加重要件に該当しない
ことから、独立性が高く、一般株主との利益相
反の生じるおそれがないものと判断しておりま
す。

橋本　光 ○
神田通信機株式会社社外取締役

株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ社外取締役

山一證券株式会社、松井証券株式会社にて支
店長、取締役を長年に亘ってご経験され、その
後、株式会社ジャスダック証券取引所において
はIR支援部長、執行役ステークホルダーズ本
部副本部長を歴任され多種多様な企業の会社
運営につき知識を有し、企業における内部統制
に対する高い見識を有しておられることから、
社外監査役としての職務を適切に遂行してい
ただけるものと判断したため。

また、当社との間に特別な利害関係はなく、ま
た独立性基準及び開示加重要件に該当しない
ことから、独立性が高く、一般株主との利益相
反の生じるおそれがないものと判断しておりま
す。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する

施策の実施状況
業績連動型報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社は、対象取締役が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、
対象取締役に対し、業績に連動した株式報酬を与える制度として導入しております。

当社は、以下の計算に基づき、各対象取締役が取得する当社普通株式の数を算定します。

各取締役に対する交付株式数＝当該取締役に係る基準交付株式数×各数値目標毎の配分割合×各数値目標に対する達成度合

① 対象取締役毎にあらかじめ、基準交付株式数（当該各対象取締役の役割、役位を考慮して当社取締役会において決定）を定めます。

② 対象取締役毎に目標となる各数値目標（連結営業利益、連結売上高、担当事業部業績）の配分割合をあらかじめ定め、当該配分割合毎の株

式数を算出します。

基準交付株式数× 各指標における配分割合＝ 数値目標毎の交付株式数

③ 各数値目標の目標達成度合に応じて交付株式数を算出します。

上記算定式に従い数値目標毎に交付株式数を算出し、算出の結果得られた数を合計することにより各対象取締役に対する交付株式数を算出し
ます。

※各数値目標に対する達成度合は80％～120％の間で変化するものとし、達成度合が120%超となる場合でも上限は120%とし、達成度合が80％未
満となる場合は支給対象としません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】



（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

平成30年９月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、以下の通りであります。

取締役に払った報酬（社外取締役を除く）：162,803千円

監査役に払った報酬（社外監査役を除く）：11,901千円

社外役員に支払った報酬：19,473千円

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

役員の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、会社の業績等を勘案して決定しております。決定方法は、取

締役につきましては取締役会の決議で、監査役につきましては監査役の協議により決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役からの委嘱を受け、経営企画本部が主体となり適宜職務を補助しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

ａ 取締役会

取締役会は、月１回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の意思決定及び業務執行の監督を行っております。

ｂ 監査役会

監査役会は、取締役会や各部門が開催する会議への出席のほか、内部監査室、会計監査人と連携しつつ、稟議案件及び業務・財産の状況調査
を通じて取締役の職務遂行等について監査を行なっております。

ｃ 経営幹部会議

意思決定と実務執行を分離し、実務執行の達成・充実のため平成14年１月より執行役員制度を導入しております。取締役会の決議に基づく業務
の遂行について、執行役員間の情報交換・連絡・調整を円滑に図ることを目的に、原則として月１回の定例経営幹部会議を開催しております。

ｄ 内部監査

社内規程に謳われている規則は、取締役を筆頭に従業員全員がそれをよく守り、適正・効率的な業務運営を心がけております。その監視としまし
ては、内部監査室を設け、内部監査規程及び内部監査マニュアルによる定期及び特命監査を実施し、社内の不正・誤謬を未然に防ぐ体制を敷い
ております。

ｅ 会計監査

会計監査は有限責任監査法人トーマツに依頼し、通常の監査業務のほか適宜アドバイスを受けております。

（会計監査の状況）

監査法人：有限責任監査法人トーマツ

業務を執行した公認会計士

指定社員 業務執行社員 川合　弘泰、中田　信之

会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 ６名、その他11名

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の企業規模や経営環境等から総合的に判断した結果、上記のガバナンス体制により、当社の業務執行の適正性と透明性は確保されている
ものと考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

その他
事前にIRサイトに招集通知を掲載し、また株主総会終了後には決議通知を掲載するな
ど、開かれた総会運営を目指しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期ごとに決算説明会を開催し、代表者自身により主に機関投資家・アナリス
トに対して決算の内容及び今後の戦略について説明しております。

なし

IR資料のホームページ掲載
半期ごとに決算説明会を開催し、代表者自身により主に機関投資家・アナリス
トに対して決算の内容及び今後の戦略について説明しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
IR担当役員：代表取締役社長　小嶋　淳平

IR実務連絡責任者：経営企画本部　竹本　清志

IR担当部署：経営企画本部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
環境経営の一環として、平成18年8月に当社大阪サイトにてISO14001の認証を取得してお
ります。また、省エネ型振動シミュレーションシステムの開発など製品によるCSRを推進して
おります。

その他
個人情報保護に関する基本方針及びその取扱い基準を明確にし、社内規程として役員及
び従業員に周知徹底するとともに、プライバシー・ポリシーをホームページに掲載しており
ます。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の内部統制システムに関する基本方針は、以下の通り取締役会で決議されております。

１ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構
築と会社による全体としての法令、定款遵守体制の確立に努める。

２ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録、稟議書その他の職務の執行にかかる文書及び電磁的記録を社内規程に従い適切に保存し、管理する。

３ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）不測の事態が発生し又は発生する恐れがある場合の体制を事前に整備するように努め、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を
整える。

（２）社内規程に従い、適切な機密管理及び個人情報保護管理を実施する。

４ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）平成１４年１月より執行役員制度を導入し、意思決定と実務執行を分離することで、取締役の意思決定の効率化を図っている。

（２）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて随時取締役
会を開催し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに職務執行の状況について監督する。

（３）社内規程に基づく職務権限、意思決定ルールにより適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を確保する。

（４）策定した中期事業計画に従い、目標達成に向け職務を執行する。

５ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）社会のルールを遵守して公正に活動するために、法令、定款に適合した行動規範を社内規程において明確にし、その周知徹底を図る。

（２）総務、法務部門の強化を行い、コンプライアンス体制の充実を図る。

（３）社内規程に従い、公益通報者の保護を図るとともに透明性を維持した的確な対処が可能な体制を整備する。

（４）内部監査においてコンプライアンスの状況を監査する。

（５）必要に応じて外部の専門家等を起用し、法令、定款違反行為を未然に防止する。

６ 当社及びグループ会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）関係会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。

（２）当社執行役員を関係会社管理責任者とし、事業の総括的な管理を行う。

（３）親会社の内部監査を子会社にも適用し、実施する。

７ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関

する事項

当社は、現状の企業規模を考慮し、現時点においては監査役の職務を補助すべき独立した人員を配置していないが、内部監査室は監査役から
の委嘱を受け、適宜監査役の職務を補助するものとする。

８ 取締役及び使用人が監査役会に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は、以下の事実を知ったときは、遅滞無く監査役会に報告するものとする。また、事業、組織に重大な影響を及ぼす決定につい
ても、遅滞なく監査役会に報告するものとする。

（１）職務執行に関して重大な法令、定款違反もしくは不正行為の事実

（２）会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

（３）内部通報制度に基づき通報された事実

９ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）監査役会は、代表取締役と可能な限り会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換を行うほか、意思の疎通を図るものとする。

（２）監査役会は、会計監査を行なっている監査法人及び内部監査室とそれぞれ定期的及び随時に意見交換を実施する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、断固たる行動をとるものとし、一切の関係を遮断することを基本方針
とする。また、必要に応じて警察・顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的且つ速やかに対応する。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――


